
北九州市河川愛護団体補助金交付要綱 

 

(趣 旨) 

第１条 この要綱は､北九州市長(以下｢市長｣という｡) が維持・管理す

る河川等の清潔保持に協力し､河川等の除草､清掃等の美化活動を行

う団体に対して補助金を交付することについて､必要な事項を定める

ものとする。 

(補助金の交付対象) 

第２条 この要綱により補助金の交付を受けることのできる団体は､別

に定める要件に該当する次号に掲げる団体とする｡ 

（１）河川等の周辺に居住または勤務する 10人以上の者で構成された 

河川愛護団体｡ 

(補助金の額) 

第３条 補助金の額は、市長が前条に規定する団体に該当すると認めら

れたものに対して､次の各号に掲げる区分に応じた､当該各号に定め

る額とする｡ 

（１）活動延長 1,000m 未満       30,000 円 

の場合 

（２）活動延長 1,000m 以上        40,000 円 

2,000m 未満の場合 

（３）活動延長 2,000m 以上       50,000 円 

の場合 

※活動延長･･････申請部分の起点から終点までの延長 

なお、調節池等については、活動内容に応じて上記区分の額を適用

する｡ 

(補助金の交付申請) 

第４条 河川愛護団体は､補助金の交付を受けようとするときは､毎年 4

月末日までに河川愛護団体補助金交付申請書に次の各号に掲げる書

類を添付し、管轄する区のまちづくり整備課長を経由して、市長に提

出しなければならない｡ 



（１） 会 則 

（２） 会員名簿 

（３） 活動計画書 

（４） 予算書 

(補助金の交付決定) 

第５条 市長は、河川愛護団体補助金交付申請書の提出を受けたときは、

その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金を交付することに決定した愛護団

体に対して、河川愛護団体交付決定通知書により通知するものとする。 

３ 市長は、申請者が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（以下、「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）または暴力団員（暴対法第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）もしくは暴力団員と密接な関係

を有するものであるときは、補助金の交付を行わない。 

(補助金の使用目的) 

第６条 河川愛護団体は、交付を受けた補助金を別に定める費用以外の

費用に使用してはならない｡ 

(補助金の支払い) 

第７条 市長は、補助金について概算払をすることができる。 

(実績報告) 

第８条 河川愛護団体は、毎年4月1日から同月20日までの間に、活動実

績報告書および決算書により区役所まちづくり整備課長を経由して､

市長に報告しなければならない｡ 

(補助金交付の確定) 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては､ 

その報告に係る補助金事業の成果が､補助金交付の決定の内容及びこ 

れに付した条件に適合するものであるかを調査し､適合するものであ 

るときは、交付すべき補助金の額を確定し､河川愛護団体補助金通知 

書により､当該補助金の交付を受けた河川愛護団体に通知するものと 



する｡ 

(交付決定の取り消し) 

第10条 市長は､補助金の交付を受けた河川愛護団体が､次の各号の一

に該当するときは､補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すこと

ができる｡この場合において、取り消しにより交付決定を受けた者に

損害があっても、市長はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき｡ 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき｡ 

(3) その他補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他この要

綱の規定に違反したとき。 

(4) 暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する

ものであることが判明したとき。 

(補助金の返還) 

第11条 前条の規定による補助金交付の決定の全部又は一部の取り消

しを受けた河川愛護団体は､交付を受けた補助金のうち､取り消しに

係る部分に担当する補助金の額を速やかに市長に返還しなければな

らない。 

(委 任) 

第12条 この要綱の施行について必要な事項は､建設局長が定める｡ 

 

付 則 

1 この要綱は、平成17年 4月 1日から施行する。 

2 この要綱は、平成19年 3月15日から施行する。 

3 この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。 

4 この要綱は、平成27年 4月 1日から施行する。 

 

 



北九州市河川愛護団体補助金交付要綱施行細則 

 

(趣 旨) 

第１条 この施行細則は､北九州市河川愛護団体補助金交付要綱(以下

｢交付要綱｣という｡)の､施行に必要な事項を定めるものとする｡ 

(交付の要件) 

第２条 交付要綱第2条の別に定める要件は､次の各号に掲げるとおり

とする｡ 

(1) 会則を定め､会長､副会長､会計､監事その他の役員(以下「役員」

という｡)を､会員のうちから選出していること｡ 

(2) 次の①､②の事業を行っていること 

① 河川等の除草及び清掃などの美化活動 

② 河川愛護思想の啓発普及 

(3) 河川愛護団体の構成は､おおむね中学校区を1単位とし活動延長

をおおむね200m以上､当該単位に含まれる地域の団体により構成す

るものであること。但し､これによりがたいときはこのかぎりでな

い｡ 

(事業の実施方法) 

第３条 前条第2項に定める河川愛護団体が行う事業の実施方法は､次

の各号に掲げるものであること。 

(1) 除草及び清掃は､年2回以上行うこと｡ 

(2) 河川愛護思想の啓発普及は機会あるごとに積極的に行うこと｡ 

(重複加入禁止) 

第４条 河川愛護団体は､その会員に他の河川愛護団体の会員となって

いる者を加えることはできない。 

(補助金の使用) 

第５条 交付要綱第6条に定める費用は､次の各号に掲げる費用とする。 

(1) 鎌､手袋､ほうき､ポリ袋等清掃用品類の購入費 

(2) 縄､針金等補修材料の購入費 

(3) その他必要があると認める経費 



(様 式) 

第６条 交付要綱に規定する各様式は、次の各号に揚げるとおりとする。 

(1)交付要綱第４条第１項に規定する河川愛護団体補助金交付申請書 第１号様式 

(2)    〃     第１号に規定する会則          第２号様式 

(3)    〃     第２号に規定する会員名簿        第３号様式 

(4)    〃     第３号に規定する活動計画書       第４号様式 

(5)    〃     第４号に規定する予算書         第５号様式 

(6)  〃 第５条第２項に規定する河川愛護団体交付決定通知書  第６号様式 

(7)  〃 第７条に規定する活動実績報告書           第７号様式 

(8)     〃      決算書               第８号様式 

(9)    第８条に規定する河川愛護団体補助金確定通知書    第９号様式 

 

 

 

付 則 

1 この施行細則は、平成17年 4月 1日から施行する。 

2 この施行細則は、平成19年 3月15日から施行する。 

 

 



第 1 号様式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  年  月  日  
 
北九州市長          様 
 
 

河川愛護団体名                 
 

愛護団体会長名
ふ り が な

                 
 
        〒  － 
住     所                 

（TEL                ） 
生 年 月 日 M・T・S・H  年  月  日 

性     別  男 ・ 女  ※１ 

 

河川愛護団体補助金交付申請書 
 
 平成  年度分標記補助金を交付くださるよう、関係書類を添えて申請します。 
 また、資格確認のため必要な官公庁への照会を行うことについて、承諾します。 
 

記 
 
   １ 補助金申請額           円 
 
   ２ 活 動 範 囲           ｍ 
 
   ３ 会 則       （２号様式） 
 
   ４ 会 員 名 簿       （３号様式） 
 
   ５ 活動計画書       （４号様式） 
 
   ６ 予 算 書       （５号様式） 
 

※1 北九州市暴力団排除条例第６条および、北九州市河川愛護団体補助金交付要領第５条第３項に係る確認事項 

 

参考：北九州市暴力団排除条例第６条 

市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密

接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。 

 

：北九州市河川愛護団体補助金交付要領第５条第３項 

    市長は、申請者が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、「暴対法」という。）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）もしくは暴力

団員と密接な関係を有するものであるときは、補助金の交付を行わない。 

 



第２号様式 
 

河 川 愛 護 団 体 会 則 
 
（趣旨） 
第１条 この会則は、良好な河川環境の保全に協力する河川愛護団体（以下「愛

護団体」という。）の組織及び活動に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
 
（名称） 
第２条 愛護団体は、                     と称する。 
 
 
（組織） 
第３条 愛護団体は、河川等の周辺の老人会、自治会、婦人会及び子供会等の団

体の会員、その他この趣旨に賛同する者で組織する。 
 
２ 愛護団体の事務局は、北九州市    区            に置く。 
 
 
（役員等） 
第４条 愛護団体に会長、副会長（若干名）、会計、会計監査及びその他の役員

を置く。 
（１）会長及び副会長は、会員のうちから互選する。 
（２）会長は愛護団体を代表し、会務を総括する。 
（３）副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
（４）会計は会計事務を担当し、会計監査は会計事務を監査する。 

 
２ 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任

者の残期間とする。 
 
 
（活動内容） 
第５条 愛護団体は、次に掲げる事業を行う。 

（１）河川等の除草及び清掃。 
（２）河川等の美化保全。 
（３）河川愛護の啓蒙、啓発。 
（４）河川で為される禁止行為の報告。 



 
（経費及び会計年度） 
第６条 愛護団体の活動に要する経費は、市の補助金及び寄付金をもって充てる。 
 
２ 愛護団体の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるも

のとする。 
 
 
（委任） 
第７条 この会則に定めるもののほか、愛護会の活動に関し必要な事項は、会長

が定める。 



第３号様式 
 

河川愛護団体会員名簿 
          河川愛護団体名：                        

役員名 氏  名 年齢 住   所 電  話 備考 

会 長      

副会長      

      

      

会 計      

      

会計監査      

      

会 員      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



第４号様式 
 

活 動 計 画 書 
 

 
河川愛護団体名 
 
                   

 
 
 

活動対象 河川名               調節池名               
 

起点               から   終点               まで 
 

活動延長           ｍ  
 

活動実施予定 
年月日 事  業  内  容 予定参加人数 

・  ・  
人  

・  ・  
人  

・  ・  
人  

・  ・  
人  

・  ・  
人  

・  ・  
人  

・  ・  
人  

 



第５号様式 

予 算 書 
 

   年   月   日 
 

北九州市長          様 
 
河川愛護団体名 
 
                   

 
□にチェック（□）をお願いします。その他の場合は具体的に内容を記入してください。 

収         入 支         出 

内   容 金 額（円） 内   容 金 額（円） 

 
河川愛護団体 

補助金 

 

 
 

月 
 
 
 

日 

道具等購入費 
□ほうき    □スコップ 
□草刈りカマ  □軍手 
□長靴     □ポリ袋 
□その他 
  （        ） 
  （        ） 
  （        ） 

 

 
 

月 
 
 
 

日 

道具等購入費 
□ほうき    □スコップ 
□草刈りカマ  □軍手 
□長靴     □ポリ袋 
□その他 
  （        ） 
  （        ） 
  （        ） 

 

 
 

月 
 
 
 

日 

道具等購入費 
□ほうき    □スコップ 
□草刈りカマ  □軍手 
□長靴     □ポリ袋 
□その他 
  （        ） 
  （        ） 
  （        ） 

 

 
 

月 
 
 
 

日 

道具等購入費 
□ほうき    □スコップ 
□草刈りカマ  □軍手 
□長靴     □ポリ袋 
□その他 
  （        ） 
  （        ） 
  （        ） 

 

合  計 ○A     円 合      計 ○A     円 

    注 ： 収入額合計○A と支出額合計○A は、同じ金額になります。 



第６号様式 
 

 
北九    第   号   

  年  月  日 
 
                   
 愛護団体名               
                   
    会長           様 
 
 
 

北九州市長           ○印  
 
 
 

河川愛護団体補助金決定通知書 
 
       年   月   日付で申請のあった標記のことについて、 

交付が決定したので、次のとおり通知します。 
 
 
 

記 
 
   １ 補 助 金 額           円 
 
 
   ２ 活 動 範 囲           ｍ 
 
 
   ３ 補助金の交付期日及び場所 
 
      ○ 期日 
 
      ○ 場所 
 



第７号様式 

活 動 実 績 報 告 書 
 

   年   月   日 
 

北九州市長          様 
 

河川愛護団体名                    
 
会長 住所                    
 

  氏名                ○印   
 
 

事業実施日 事業内容 参加人員 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   （注） ： 事業内容の欄には次の区分により番号で記入してください。 

         ①清掃・ゴミ拾い  ②除草       ③花壇整備     ④道路清掃 

         ⑤愛護活動     ⑥広報活動    ⑦イベント      ⑧その他 



第８号様式 

決 算 書 
 

   年   月   日 
北九州市長          様 

 
河川愛護団体名                    
 
会長 住所                    
 

  氏名                ○印   
 

□にチェック（□）をお願いします。その他の場合は具体的に内容を記入してください。 
収         入 支         出 

内   容 金 額（円） 内   容 金 額（円） 
 
河川愛護団体 

補助金 

 

 
 

月 
 
 
 

日 

道具等購入費 
□ほうき    □スコップ 
□草刈りカマ  □軍手 
□長靴     □ポリ袋 
□その他 
  （        ） 
  （        ） 
  （        ） 

 

 
 

月 
 
 
 

日 

道具等購入費 
□ほうき    □スコップ 
□草刈りカマ  □軍手 
□長靴     □ポリ袋 
□その他 
  （        ） 
  （        ） 
  （        ） 

 

 
 

月 
 
 
 

日 

道具等購入費 
□ほうき    □スコップ 
□草刈りカマ  □軍手 
□長靴     □ポリ袋 
□その他 
  （        ） 
  （        ） 
  （        ） 

 

 
 

月 
 
 
 

日 

道具等購入費 
□ほうき    □スコップ 
□草刈りカマ  □軍手 
□長靴     □ポリ袋 
□その他 
  （        ） 
  （        ） 
  （        ） 

 

合  計 ○A     円 合      計 ○A     円 
 

      年度の事業実績報告書（決算）を監査した結果、上記と相違なく、適正であると認めます。  
 

   年   月   日 
 

  会計監査（氏名）                      ○印   
 

    注 ： 収入額合計○A と支出額合計○A は、同じ金額になります。 



第９号様式 
 

 
北九    第   号   

    年  月  日 
 
                   
 愛護団体名               
                   
    会長           様 
 
 
 

北九州市長           ○印  
 
 
 

河川愛護団体補助金確定通知書 
 
       年   月   日付で実績報告あった、     年度  

河川愛護団体補助金について、次の通り補助金額が確定したので通知します。 
 
 
 

記 
 
   １ 交付決定補助金額    円 
 
 
   ２ 交付済補助金額    円 

 
 
   ３ 交付確定補助金額    円 
 
 


